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沿 革

慶応 五箇条の御誓文が宣布された。

明治 元 明治と改め一世一元の要を定めた。

陸奥国の区域を二戸郡・三戸郡・北郡・津軽郡とした。

版籍奉還を聴許

藩制改革の命が出て知事以下の職掌を定めた。

廃藩置県の詔書煥発

弘前県に斗南県・七戸県・八戸県・黒石県・館県の 県を統合し、

弘前県とした。

青森県と改称（弘前より青森に県庁を移した）

民事堂職制を定める。

県庁開庁式

庶務課・聴訟課・租税課・出納課・営繕課・東京出張所を置く。

弘前・田名部・七戸・八戸・五戸・福山に支庁を置く。

元館県を開拓使管轄に置く。

太陰暦を廃止し、太陽暦を採用（ 年 月 日を 年 月 日とす

る）

大小区制実施（本県は 大区 小区となる）

神官、僧侶、村吏の会議（蓮心寺にて 人出席）

村吏職制を改正

県会規則と手続書を制定

初の県会開会（職員 人）

区戸長をもって県会議員とし、別に投票をもって名望人をこれに

加えた。

大区長 人・正戸長 人・学区取締 人・名望人 人

陸奥国二戸郡（十大区）は岩手県管轄となる。

会計年度改正（ 月 日より翌年 月 日まで）

（改正前は、 月より 月まで）

年号 年 月 日 事 項

一大区（東津軽郡） 人 二大区（南津軽郡） 人
三大区（中津軽郡） 人 四大区（西津軽郡） 人
五大区（北津軽郡） 人 六大区（下 北 郡） 人
七大区（上 北 郡） 人 八大区（五戸地方） 人
九大区（八戸地方） 人 十大区（二戸地方） 人
県 庁 役 人 人



年号 年 月 日 事 項

明治 三新法公布

郡区町村編制法

府県会規則

イ 選挙有権者は 歳以上の男子で、地租 円以上を納める者

ロ 議員は 歳以上の男子で、地租 円以上を納め、 年以上居

住すること。

ハ 投票は定数 名以内の記名式連記制

ニ か年に半数改選

地方税規則

町村戸長公選法を布達

郡区町村編制法により、東津軽郡・西津軽郡・中津軽郡・南津軽郡

北津軽郡・上北郡・下北郡・三戸郡が誕生

県会議員選挙手続を布達

町村副戸長を廃し、戸長用所を戸長役場と改正

県会議員選挙（ 月 日新県会議員集合）

第 回通常県会開会（議員は各郡 人の合計 人）

町村会規則布達

議員定数はその村の戸数による。

選挙権者は満 歳以上の男子で土地を有する者

県会議員選挙手続改正

各郡定員 名を 名とする。

府県会規則に常置委員会の事項を追加布告

常置委員諮問条件を布達（委員は 名で構成）

県庁新築落成式

県会議事堂開場式

県会議員各郡定数改正

東津軽郡 人・西津軽郡 人・中津軽郡 人・南津軽郡 人・北

津軽郡 人・上北郡 人・下北郡 人・三戸郡 人・合計 人

会計年度改正（ 月 日より翌年 月 日迄（ 年度施行））

郡役所に庶務係・事業係・収税係・出納係を設置

市制・町村制公布

但し、施行は 年 月 日より、地方の状況を参酌して府県知事

の具申によってなすこと。

町村の分合改称（旧村名は大字とし 月 日より実施）



年号 年 月 日 事 項

明治 府県会議員選挙規則公布

市制・町村制施行（本県は 市・ 町・ 村）

第 回市町村会議員選挙施行

府県制・郡制公布

郡に自治体の性格を与えた。

府県会規則・区郡会規則を制定、郡区町村編制法廃止

府県会議員定数規則を制定

本県に府県制施行

府県制施行初の県会議員選挙（定員 人）

選挙方法は郡会議員の連記複選挙法

東津軽郡 人・西津軽郡 人・中津軽郡 人・南津軽郡 人・北

津軽郡 人・上北郡 人・下北郡 人・三戸郡 人・弘前市 人

本県為替方を県金庫と改称

牧知事の不信任案可決（ 日、県会は解散を命ぜられた）

県会解散による県会議員選挙

府県制・郡制改正（府県に法人格を認む）

改正府県制による県会議員選挙（定員 人）

公民による直接選挙・任期 年

東津軽郡 人・西津軽郡 人・中津軽郡 人・南津軽郡 人・北

津軽郡 人・上北郡 人・下北郡 人・三戸郡 人 弘前市 人

青森市 人

県会議員選挙

地方官官制改正（書記官を事務官とする）

県参事会会期を 日以内とする。

県会議員選挙（定員 人）

東津軽郡 人・西津軽郡 人・中津軽郡 人・南津軽郡 人・北

津軽郡 人・上北郡 人・下北郡 人・三戸郡 人 青森市 人

弘前市 人

県会議員定数改正・選挙（定員 人）

東津軽郡 人・西津軽郡 人・中津軽郡 人・南津軽郡 人・北

津軽郡 人・上北郡 人・下北郡 人・三戸郡 人 青森市 人

弘前市 人

大正 府県制改正（ 月 日より施行）

この県会で県会議員 人増員（三戸郡 人から 人・ 年 月より

適用）



年号 年 月 日 事 項

大正 県会議員選挙（定員 人）

郡制廃止に関する法律公布

県会議員選挙定数改正（中津軽郡と弘前市 人減・上北郡 人増）

県会議員定数改正（定員 人）

府県・市・町村制改正

制限選挙廃止・普通選挙制とする。

郡役所廃止

昭和 県会議員選挙（定員 人）

東津軽郡 人・西津軽郡 人・中津軽郡 人・南津軽郡 人・北

津軽郡 人・上北郡 人・下北郡 人・三戸郡 人・青森市 人

弘前市 人

普通選挙法による第 回総選挙

県会議事堂竣工

この県会で県会議員定数改正（定員 人）

東津軽郡 人・西津軽郡 人・中津軽郡 人・南津軽郡 人・北

津軽郡 人・上北郡 人・下北郡 人・三戸郡 人・弘前市 人

青森市 人・八戸市 人

県会議員選挙

町村合併勧奨

県会議員選挙

臨時県会開会（非常時局打開のため）

この臨時県会で県会議員定数改正（定員 人・青森市と南津軽郡

人増）

県会議員選挙（定員 人）

府県制改正

府県会の構成・府県参事会の権限・委員制度の活動

市町村制改正

市町村会の議決事項を制限列挙主義に改正

市町村長に助役の選任権を認めた。

町村会中心主義から町村長中心主義に改正

地方協議会廃止・地方総監付設置

青森市空襲

戦時中の諸法令の廃止

終戦初の県会開会



年号 年 月 日 事 項

昭和 初の民主選挙（衆議院議員）

婦人参政権獲得

府県制・市制・町村制の根本的改正

地方自治第 次改革

住民参政権の範囲拡充

議会権限拡充

知事・市町村長の直接公選制の採用

選挙管理委員会・監査委員制の採用

直接請求権の採用

公職追放令の拡充

県会議員 人（定員 人）が追放となり、過半数に達せず招集不

能、参事会がこれを代行した。（ 年まで）

日本国憲法公布（ 月 日施行）

初の知事選挙（津島文治氏当選）

地方自治法公布（ 月 日施行）

行政上に自主・自立性確立

都道府県議会に事務局を置く。

参事会制度の廃止

常任委員会制定（総務・教育民生・経済・農地・土木・警察の各

委員会を組織）

参議院議員選挙

衆議院議員選挙

県議会議員選挙（定数 人）

（婦人議員 人当選）

東津軽郡 人・西津軽郡 人・中津軽郡 人・南津軽郡 人・北

津軽郡 人・上北郡 人・下北郡 人・三戸郡 人・弘前市 人

青森市 人・八戸市 人

第 回臨時議会、議事堂使用不能のため県立青森工業学校で開会

地方自治庁設置

公職選挙法公布

県議会議員選挙（定数 人）

東津軽郡 人・西津軽郡 人・中津軽郡 人・南津軽郡 人・北

津軽郡 人・上北郡 人・下北郡 人・三戸郡 人・青森市 人

弘前市 人・八戸市 人

青森県議会事務局設置条例公布

自治庁設置



年号 年 月 日 事 項

昭和 県議会常任委員会改組

総務文教・民生労働・農林商工・水産農地・土木・衛生

県議会議員定数条例の一部改正（定数 人）

東津軽郡 人・南津軽郡 人・西津軽郡 人・北津軽郡 人・中

津軽郡 人・上北郡 人・下北郡 人・八戸市 人・三戸郡 人

黒石市 人・青森市 人・五所川原市 人・弘前市 人

県議会議員選挙（定数 人）

青森県議会委員会条例公布

県議会議員の選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員数に関す

る条例（定数 人）

東津軽郡 人・西津軽郡 人・南津軽郡 人・北津軽郡 人・上

北郡 人・下北郡 人・三戸郡 人・青森市 人・弘前市（含中

津軽郡） 人・八戸市 人・黒石市 人・五所川原市 人・十和

田市 人・三沢市 人

県議会議員選挙（定数 人）

議事堂新築のため取り壊し、県議会事務局を元教育庁舎跡に移転

県立図書館ホールで臨時県議会開会

自治庁設置法改正により自治省に昇格

新議会議事堂完成（ 年 月竣工式）

地方議会議員互助年金法成立

県議会議員選挙（定数 人）

東津軽郡 人・西津軽郡 人・南津軽郡 人・北津軽郡 人・上

北郡 人・下北郡 人・三戸郡 人・弘前市（含中津軽郡） 人・

青森市 人・八戸市 人・黒石市 人・五所川原市 人・十和田

市 人・三沢市 人・むつ市 人

地方公共団体の議会の解散に関する特例法制定

県議会議員選挙（定数 人）

東津軽郡 人・西津軽郡 人・南津軽郡 人・北津軽郡 人・上

北郡 人・下北郡 人・三戸郡 人・青森市 人・弘前市（含中

津軽郡） 人・八戸市 人・黒石市 人・五所川原市 人・十和

田市 人・三沢市 人・むつ市 人

県議会議員選挙（定数 人）

青森県議会委員会条例の一部改正（常任委員会の名称の変更）

青森県議会事務局条例の全部改正

青森県議会委員会条例の一部改正（常任委員会の所管事項の改正）

青森県議会委員会条例の一部改正（常任委員会の所管事項の改正）



年号 年 月 日 事 項

昭和 青森県議会委員会条例の一部改正（常任委員会の所管事項の改正）

青森県議会議員の選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員数に

関する条例の一部を改正する条例公布（定数 人）

東津軽郡 人・西津軽郡 人・南津軽郡 人・北津軽郡 人・上

北郡 人・下北郡 人・三戸郡 人・弘前市（含中津軽郡） 人・

青森市 人・八戸市 人・黒石市 人・五所川原市 人・十和田

市 人・三沢市 人・むつ市 人

青森県議会委員会条例の一部改正（定数改正）

総務企画委員会（ 人）・環境厚生労働委員会（ 人）・農林委

員会（ 人）・水産商工生活委員会（ 人）・文教公安委員会（

人）・土木公営企業委員会（ 人）

県議会議員選挙（定数 人）

青森県議会会議規則の一部改正（議会運営上実態に沿うよう改め、

議事運営の能率化を図る）

青森県議会委員会条例の一部改正（委員の改選を任期満了前に行う

ため）

青森県議会委員会条例の一部改正（常任委員会の名称等の改正）

青森県議会議員の定数並びに選挙区及び各選挙区において選挙すべ

き議員数に関する条例の一部改正条例公布（定数 人）

東津軽郡 人・西津軽郡 人・南津軽郡 人・北津軽郡 人・上

北郡 人・下北郡 人・三戸郡 人・弘前市（含中津軽郡） 人・

青森市 人・八戸市 人・黒石市 人・五所川原市 人・十和田

市 人・三沢市 人・むつ市 人

青森県議会百年記念式典挙行（記念誌発行）

県議会議員選挙（定数 人）

青森県議会議員の定数並びに選挙区及び各選挙区において選挙すべ

き議員数に関する条例の一部改正条例公布（法定定数 人、条例定

数 人）

東津軽郡 人・西津軽郡 人・南津軽郡 人・北津軽郡 人・上

北郡 人・下北郡 人・三戸郡 人・弘前市（含中津軽郡） 人・

青森市 人・八戸市 人・黒石市 人・五所川原市 人・十和田

市 人・三沢市 人・むつ市 人

県議会議員選挙（定数 人）



年号 年 月 日 事 項

昭和 青森県議会議員の定数並びに選挙区及び各選挙区において選挙すべ
き議員数に関する条例の一部改正条例公布（法定定数 人、条例定
数 人）
東津軽郡 人・西津軽郡 人・南津軽郡 人・北津軽郡 人・上
北郡 人・下北郡 人・三戸郡 人・弘前市（含中津軽郡） 人・
青森市 人・八戸市 人・黒石市 人・五所川原市 人・十和田
市 人・三沢市 人・むつ市 人

県議会議員選挙（定数 人）
青森県議会委員会条例の一部改正（定数改正）
総務企画委員会（ 人）・環境厚生委員会（ 人）・農林委員会
（ 人）・水産商工労働委員会（ 人）・文教公安委員会（ 人）・
土木公営企業委員会（ 人）

青森県議会傍聴規則の一部改正
平成 元 青森県議会会議規則の一部改正（県の休日を休会とする）

県議会議員選挙（定数 人）
青森県議会委員会条例の一部改正（参考人の出席）
青森県議会委員会条例の一部改正（議会運営委員会の設置）
青森県議会会議規則の一部改正（議会運営委員会の設置）
青森県議会委員会条例の一部改正（常任委員会の名称等の改正）
青森県議会傍聴規則の一部改正
第 回定例会記念式典挙行
県議会議員選挙（定数 人）
政治倫理の確立のための青森県議会議員の資産等の公開に関する条
例の制定（ 施行）
青森県議会委員会条例の一部改正（常任委員会の名称等の改正）
青森県議会委員会条例の一部改正（常任委員会の所管事項の改正）
青森県議会委員会条例の一部改正（常任委員会の所管事項の改正）
青森県議会委員会条例の一部改正（常任委員の選任方法の改正）
県議会議員選挙（定数 人）
青森県情報公開条例及び青森県個人情報保護条例の一部改正（県議
会が実施機関として加わる）
青森県議会委員会条例の一部改正（地方自治法改正に伴う所要整備）
青森県政務調査費の交付に関する条例の制定（ 施行）
青森県議会委員会条例の一部改正（常任委員会の名称等の改正）
青森県議会会議規則の一部改正（議員派遣の法制化（地方自治法の
改正）に伴い、議会の議決により議員を派遣することができること
とした）



平成 青森県議会議員の報酬の特例に関する条例の制定（ から

まで各議員の報酬月額から百分の四を減じる）

青森県議会議員報酬及び費用弁償の額並びにその支給条例の一部改

正（議員派遣に係る規定の整備）

青森県政務調査費の交付に関する条例の一部改正（地方自治法改正

に伴う所要整理）

青森県議会議員の定数並びに選挙区及び各選挙区において選挙すべ

き議員数に関する条例の一部改正（地方自治法改正に伴う所要整備）

青森県議会委員会条例の一部改正（常任委員会の所管事項の改正）

県議会議員選挙（定数 人）

青森県議会委員会条例の一部改正（常任委員会の所管事項の改正）

青森県議会議員の報酬の特例に関する条例の制定（ から

まで各議員の報酬月額から百分の三（議長は百分の五、副議長

は百分の四）を減じる）

青森県議会委員会条例の一部改正（常任委員会の所管事項の改正）

青森県行政に係る基本的な計画の策定等を議会の議決すべきものと

して定める条例の制定

青森県議会議員の選挙区の特例に関する条例の制定

青森県議会委員会条例の一部改正（常任委員会の所管事項の改正）

青森県議会委員会条例の一部改正（常任委員会の所管事項の改正）

青森県議会議員の定数並びに選挙区及び各選挙区において選挙すべ

き議員数に関する条例の一部改正（法定定数 人、条例定数 人）

東津軽郡 人・西津軽郡 人・南津軽郡 人・北津軽郡 人・上

北郡 人・三戸郡 人・青森市 人・弘前市 人・八戸市 人・

黒石市 人・五所川原市 人・十和田市 人・三沢市 人・むつ

市 人・つがる市 人・平川市 人

青森県議会委員会条例の一部改正（常任委員会の名称等の改正）

青森県議会委員会条例の一部改正（地方自治法及び議員定数の改正

等に伴う改正）

青森県議会会議規則の一部改正（地方自治法及び議員定数の改正等

に伴う改正）

県議会議員選挙（定数 人）

青森県議会議員の報酬の特例に関する条例の制定（ から

まで各議員の報酬月額から百分の三（議長は百分の五、副議長

は百分の四）を減じる）

年号 年 月 日 事 項



平成 政治倫理の確立のための青森県議会議員の資産等の公開に関する条

例の一部改正（郵政民営化法の施行及び証券取引法の改正に伴う所

要整備）

青森県中小企業振興基本条例の制定（ 施行）

青森県議会議員報酬及び費用弁償の額並びにその支給条例の一部改

正（議員報酬の計算方法の改正）

青森県政務調査費の交付に関する条例の一部改正（政務調査費の交

付対象及び領収書の添付等の改正）

青森県議会議員報酬及び費用弁償の額並びにその支給条例の一部改

正（地方自治法改正に伴う所要整備）

青森県議会議員の報酬の特例に関する条例の一部改正（地方自治法

改正に伴う所要整備）

青森県政務調査費の交付に関する条例の一部改正（地方自治法改正

に伴う所要整備）

青森県議会会議規則の一部改正（協議又は調整を行うための場の

設置）

青森県議会議員の期末手当支給条例の一部改正（期末手当の割合の

変更）

年号 年 月 日 事 項



歴代 氏 名 就任年月日
大道寺 繁 禎 明治 ． ．
大道寺 繁 禎 ． ．
長谷川 良 八 ． ．
長谷川 良 八 ． ．
本 田 庸 一 ． ．
大道寺 繁 禎 ． ．
小田桐 勝 英 ． ．
寺 井 純 司 ． ．
寺 井 純 司 ． ．
榊 喜洋芽 ． ．
小山内 鉄 弥 ． ．
源 晟 ． ．
源 晟 ． ．
奈須川 光 宝 ． ．
奈須川 光 宝 ． ．
奈須川 光 宝 ． ．
榊 喜洋芽 ． ．
榊 喜洋芽 ． ．
石郷岡 文 吉 ． ．
榊 喜洋芽 ． ．
石郷岡 文 吉 ． ．
佐 田 正之丞 ． ．
北 山 一 郎 ． ．
阿 部 武智雄 大正 ． ．
北 山 一 郎 ． ．
遠 山 景 三 ． ．
小 泉 辰之助 ． ．
小 泉 辰之助 ． ．
河 野 栄 蔵 ． ．
近 藤 喜 衛 昭和 ． ．
高 杉 平 治 ． ．
川 村 亨 ． ．
小 泉 辰之助 ． ．
福 士 永一郎 ． ．
藤 田 重太郎 ． ．
金 沢 慶 蔵 ． ．
桜 田 清 芽 ． ．
中 島 清 助 ． ．

歴代正副議長

（議 長）

歴代 氏 名 就任年月日
大 島 勇太郎 昭和 ． ．
田 沢 吉 郎 ． ．
菅 原 光 珀 ． ．
小 倉 豊 ． ．
三 浦 道 雄 ． ．
三 村 泰 右 ． ．
毛 内 豊 吉 ． ．
白 鳥 大 八 ． ．
古 瀬 兵 次 ． ．
寺 下 岩 蔵 ． ．
小 坂 甚 義 ． ．
小 野 清 七 ． ．
中 村 冨士夫 ． ．
山 田 寅 三 ． ．
藤 田 重 雄 ． ．
秋 田 正 ． ．
菊 池 利一郎 ． ．
脇 川 利 勝 ． ．
吉 田 博 彦 ． ．
石 田 清 治 ． ．
今 井 盛 男 ． ．
原 田 一 實 ． ．
工 藤 省 三 平成元． ．
鳴 海 広 道 ． ．
小 原 文 平 ． ．
佐 藤 寿 ． ．
高 橋 長次郎 ． ．
高 橋 弘 一 ． ．
毛 内 喜代秋 ． ．
太 田 定 昭 ． ．
秋 田 柾 則 ． ．
冨 田 重次郎 ． ．
上 野 正 蔵 ． ．
山 内 和 夫 ． ．
成 田 一 憲 ． ．
神 山 久 志 ． ．
田 中 順 造 ． ．
長 尾 忠 行 ． ．



（副 議 長）

歴代 氏 名 就任年月日
浦 田 昌 清 明治 ． ．
岩 泉 正 意 ． ．
長谷川 良 八 ． ．
赤 石 行 三 ． ．
本 田 庸 一 ． ．
小田桐 勝 英 ． ．
小田桐 勝 英 ． ．
寺 井 純 司 ． ．
櫛 引 英 八 ． ．
榊 喜洋芽 ． ．
奈須川 光 宝 ． ．
奈須川 光 宝 ． ．
源 晟 ． ．
佐 藤 恭 助 ． ．
佐 藤 恭 助 ． ．
斎 藤 常太郎 ． ．
蒲 田 広 ． ．
関 春 茂 ． ．
広 田 牧 人 ． ．
阿 部 武智雄 ． ．
遠 山 景 三 ． ．
今 泉 秀 雄 大正 ． ．
小 泉 辰之助 ． ．
今 泉 秀 雄 ． ．
河 野 栄 蔵 ． ．
高 杉 平 治 ． ．
杉 山 久之丞 昭和 ． ．
松 尾 節 三 ． ．
成 田 匡之進 ． ．
金 沢 慶 蔵 ． ．
桜 田 清 芽 ． ．
中 野 吉太郎 ． ．
近 藤 喜 一 ． ．
中 島 清 助 ． ．
中 村 清次郎 ． ．
阿 部 敏 雄 ． ．
白 鳥 大 八 ． ．

歴代 氏 名 就任年月日
小 坂 甚 義 昭和 ． ．
外 川 鶴 松 ． ．
中 村 拓 道 ． ．
藤 田 重 雄 ． ．
米 沢 鉄五郎 ． ．
秋 山 皐二郎 ． ．
茨 島 豊 蔵 ． ．
秋 田 正 ． ．
岡 山 久 吉 ． ．
工 藤 重 行 ． ．
松 尾 官 平 ． ．
福 沢 芳 穂 ． ．
成 田 芳 造 ． ．
滝 沢 章 次 ． ．
佐 藤 寿 ． ．
神 四 平 ． ．
中 里 信 男 ． ．
毛 内 喜代秋 ． ．
野 沢 剛 ． ．
森 内 勇 ． ．
山 内 和 夫 平成元． ．
芳 賀 富 弘 ． ．
澤 田 啓 ． ．
清 藤 六 郎 ． ．
丸 井 彪 ． ．
長 峰 一 造 ． ．
中 村 寿 文 ． ．
間 山 隆 彦 ． ．
平 井 保 光 ． ．
神 山 久 志 ． ．
小比類巻 雅明 ． ．
小比類巻 雅明 ． ．
西 谷 洌 ． ．
滝 沢 求 ． ．
大 見 光 男 ． ．
清 水 悦 郎 ． ．
中 谷 純 逸 ． ．



議 員 定 数

ア 議員定数の変遷（府県会規則制定以降）

改 正 明治
年 年 年 年

大正
年 年

昭和
年 年 年 年 年 年 年 年 年 年

平成
年

定 数 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人

イ 選挙区別議員定数（平成 年 月 日施行）

選 挙 区 定 数

東 津 軽 郡 人

西 津 軽 郡 人

南 津 軽 郡 人

北 津 軽 郡 人

上 北 郡 人

三 戸 郡 人

選 挙 区 定 数

青 森 市 人

弘 前 市 人

八 戸 市 人

黒 石 市 人

五 所 川 原 市 人

十 和 田 市 人

選 挙 区 定 数

三 沢 市 人

む つ 市 人

つ が る 市 人

平 川 市 人

計 選挙区 人



議 員 名 簿

選挙区
（定数） 氏 名 会 派 住 所 生年月日 年齢 職 業 当選

回数
東津軽郡
（ 人） 神山 久志 自 民 外ヶ浜町字蟹田 昭和 年 月 日 商 業

西津軽郡
（ 人） 工藤 兼光 自 民 鰺ヶ沢町大字長平町字甲音羽山

の 昭和 年 月 日 議 員

南津軽郡
（ 人） 阿部 広悦 自 民 藤崎町大字藤崎字下道 の 昭和 年 月 日 組合役員

北津軽郡
（ 人） 相川 正光 自 民 鶴田町大字中野字種元 の 昭和 年 月 日 議 員

上 北 郡
（ 人）

三村 輝文 公・健 おいらせ町下明堂 の 昭和 年 月 日 農 業

中谷 純逸 自 民 野辺地町字野辺地 昭和 年 月 日 議 員

工藤 慎康 自 民 七戸町字道ノ上 の 昭和 年 月 日 会 社 員

三 戸 郡
（ 人）

北 紀一 民主党 五戸町字市川道十文字 の 昭和 年 月 日 議 員

松尾 和彦 民主党 三戸町大字八日町 昭和 年 月 日 農業法人
代 表

夏堀 浩一 自 民 南部町大字苫米地字町中 昭和 年 月 日 獣 医 師

青 森 市
（ 人）

山内 和夫 自 民 青森市栄町一丁目 の 昭和 年 月 日 社会福祉
法人理事

諏訪 益一 共 産 青森市千富町一丁目 の 昭和 年 月 日 政党役員

森内之保留 自 民 青森市松原二丁目 の 昭和 年 月 日 会社役員

伊吹 信一 公・健 青森市富田五丁目 の 昭和 年 月 日 政党役員

高橋 修一 自 民 青森市港町二丁目 の 昭和 年 月 日 議 員

奈良岡克也 社・県 青森市千刈一丁目 の 昭和 年 月 日 政党役員

古村 一雄 社・県 青森市浪岡大字高屋敷字宅社元
の 昭和 年 月 日 農 業

一戸富美雄 ク林檎 青森市桜川九丁目 の 昭和 年 月 日 会 社 員

渋谷 哲一 民主党 青森市茶屋町 の 昭和 年 月 日 議 員

弘 前 市
（ 人）

西谷 洌 自 民 弘前市大字山下町 昭和 年 月 日 会社役員

山内 崇 民主党 弘前市大字文京町 の 昭和 年 月 日 議 員

三上 隆雄 民主党 弘前市大字五所字野沢 の 昭和 年 月 日 農 業

岡元 行人 自 民 弘前市大字浜の町東三丁目 の 昭和 年 月 日 議 員

安藤 晴美 共 産 弘前市清原四丁目 の 昭和 年 月 日 政党役員

川村 悟 ク林檎 弘前市青山一丁目 の 昭和 年 月 日 議 員

（平成 年 月末現在）



選挙区
（定数） 氏 名 会 派 住 所 生年月日 年齢 職 業 当選

回数

八 戸 市
（ 人）

中村 寿文 民主党 八戸市青葉三丁目 の 昭和 年 月 日 議 員

滝沢 求 自 民 八戸市大字沢里字沢里山 の 昭和 年 月 日 会社役員

田名部定男 民主党 八戸市石堂一丁目 の 昭和 年 月 日 議 員

清水 悦郎 自 民 八戸市小中野三丁目 の 昭和 年 月 日 商 業

熊谷 雄一 自 民 八戸市南類家一丁目 の 昭和 年 月 日 会社役員

山内 正孝 民主党 八戸市大字尻内字蛇ノ沢 昭和 年 月 日 農 業

山田 知 民主党 八戸市大字新井田西一丁目 の 昭和 年 月 日 議 員

畠山 敬一 公・健 八戸市南白山台二丁目 の 昭和 年 月 日 政党役員

黒 石 市
（ 人） 高樋 憲 自 民 黒石市大字乙徳兵衛町 昭和 年 月 日 会社役員

五所川原市
（ 人）

成田 一憲 自 民 中泊町大字薄市字玉清水 の 昭和 年 月 日 農 業

今 博 民主党 五所川原市みどり町四丁目 の 昭和 年 月 日 会社顧問

櫛引ユキ子 無所属 五所川原市大字飯詰字皆瀬 の 昭和 年 月 日 会社顧問

十和田市
（ 人）

田中 順造 自 民 十和田市西二十二番町 の 昭和 年 月 日 議 員

丸井 裕 自 民 十和田市西二十一番町 の の 昭和 年 月 日 議 員

三 沢 市
（ 人） 小桧山吉紀 自 民 三沢市岡三沢二丁目 の 昭和 年 月 日 議 員

む つ 市
（ 人）

菊池 健治 民主党 むつ市大字田名部字下道 昭和 年 月 日 議 員

大見 光男 自 民 大間町大字大間字大間 の 昭和 年 月 日 会社役員

越前 陽悦 自 民 むつ市大平町 の 昭和 年 月 日 議 員

つがる市
（ 人） 三橋 一三 自 民 つがる市木造筒木坂鳥谷沢 の 昭和 年 月 日 会社役員

平 川 市
（ 人）

長尾 忠行 自 民 平川市広船広沢 昭和 年 月 日 農 業

中村 弘 自 民 平川市尾上栄松 昭和 年 月 日 会社役員



年 齢 別 構 成

職 業 別 構 成

当選回数別構成

所属会派別構成

当選回数 回 回 回 回 回 回 回 回

議 員 数 人
（ ％）

人
（ ％）

人
（ ％）

人
（ ％）

人
（ ％）

人
（ ％）

人
（ ％）

人
（ ％）

会 派 別 自 由
民 主 党 民 主 党 公 明 ・

健 政 会
日 本
共 産 党

ク ラ ブ
林 檎

社民党・
県民クラブ 無 所 属

議 員 数 （ ％） （ ％） （ ％） （ ％） （ ％） （ ％） （ ％）

（平成 年 月末現在）

会
社（
役
）員
顧
問

議

員

農

業

政
党
役
員

そ
の
他 人人人

人
人

％

人
歳

以上

人
歳

歳

人
歳

歳

人
歳

歳

人
歳

歳

人
歳

歳

人
歳

歳

人
歳
以下

％

％

％

％

人
歳
以下

％％

％％

％％



会 派 の 変 遷

昭和 年 月（定数 ） 昭和 年 月（定数 ） 昭和 年 月（定数 ） 昭和 年 月（定数 ） 昭和 年 月（定数 ）

会

派

名

昭和 年 月（定数 ） 昭和 年 月（定数 ） 昭和 年 月（定数 ） 昭和 年 月（定数 ） 昭和 年 月（定数 ）

昭和 年 月（定数 ） 平成 年 月（定数 ） 平成 年 月（定数 ）

平成 年 月（定数 ） 平成 年 月（定数 ） 平成 年 月（定数 ）

（平成 年 月末現在）

自 由 党

民 社 党

社 会 党

国民協同党

無 所 属

共 産 党

自 由 党

民 社 党

社 会 党

社会民主党

中 立

無 所 属

改 進 党

公 正 会

日本民主党

県政同志会

自 由 党

日本民主党

社会党（左）

社会党（右）

無 所 属

自 民 党

社 会 党

県政クラブ

自 由 党

社 会 党

無 所 属

第一自民クラブ 自民クラブ

無所属クラブ

民社党

無所属

自 民 党

社 会 党

共 産 党

民 社 党

無 所 属 第一クラブ

自 民 党

社 会 党

共 産 党

無 所 属

自民クラブ

新 青 会

自 民 党

無 所 属

自 民 党

青 風 会

社 会 党

共 産 党

公 明 党

無 所 属

自民クラブ

農 政 連

民社クラブ

無 所 属

青 風 会

自 民 党

社 会 党

公 明 党

共 産 党

無 所 属 清 友 会

無 所 属

新自由クラブ

自 民 党

新自由クラブ

社 会 党

共 産 党

公 明 党

無 所 属

清 友 会

無 所 属 無 所 属

自 民 党

社 会 党

共 産 党

公 明 党

民 社 党

無 所 属

清 友 会

無 所 属 無 所 属

自 民 党

社 会 党

共 産 党

公 明 党

民 社 党

無 所 属

無所属
無所属
クラブ

自民クラブ

自 民 党

公 明 党

社 会 党

民 社 党

新青クラブ

県民クラブ

無 所 属

無所属 無所属 未来 無所属 無所属
クラブ 躍進

躍進

自民党 自民党

無所属

新進党

自 民 党

新 進 ク

県 民 連

公 明

共 産 党

無 所 属

無（県民ク）

無所属 平成会

政和ク
無所属（ ）

青風会

県政会

社民党

自 民 党

政風・公明

共 産 党

社民・農連

無 所 属

無（県民ク）

政風会

公明党

自 民 党

新 政 会

社民・農連

真政クラブ

県燦クラブ

日本共産党

公 明 党

無 所 属

無（県民ク）

公明・健政会

無 所 属

自 民 党

新 政 会

公明 健政会

日本共産党

社民 農県民連合

県民クラブ

大 心 会

クラブ林檎

無 所 属

社民党

民主党

社民党 県民クラブ



年 区 分 期 間
会 期 議 案 数 質 問 者 数
計 開会 休会 計 知事 議員 一般 緊急 質疑

回定例会 ． ．
回臨時会 ． ．
回定例会 ． ．
回定例会 ． ．
回定例会 ． ．
回定例会 ． ．
回定例会 ． ．
回定例会 ． ．
回定例会 ． ．
回定例会 ． ．
回定例会 ． ．
回定例会 ． ．
回定例会 ． ．
回定例会 ． ．
回定例会 ． ．
回臨時会 ． ．
回定例会 ． ．
回定例会 ． ．
回定例会 ． ．
回臨時会 ． ．
回定例会 ． ．
回定例会 ． ．
回定例会 ． ．
回定例会 ． ．
回定例会 ． ．
回定例会 ． ．
回定例会 ． ．
回定例会 ． ．
回臨時会 ． ．
回定例会 ． ．
回定例会 ． ．
回定例会 ． ．
回定例会 ． ．

定例会及び臨時会

定例会は、条例で年 回と規定されており、概ね 月、 月、 月及び 月に開かれ

ている。なお、臨時会は必要の都度開かれる。

平成 年以降の会期及び議案数等は次のとおりである。



本 会 議

ア 会議時間

会議は、議会運営委員会の申し合わせにより午前 時 分から始めている。

ただし、閉会日の開議時刻については、その都度議会運営委員会で決めることとし

ており、午後 時に始めることが多い。

イ 議案の審議

議案は、概ね次の順序で審議している。

議案上程 知事提案理由説明 （一般質問） 質疑 委員会審査 委員長報告

討論 採決

ウ 一般質問及び議案に対する質疑

一般質問と議案に対する質疑とは区別し、それぞれ通告制により行っている。

また、質問時間は、議会運営委員会の申し合わせにより次のとおりとなっている。

・代表的一般質問（ 月定例会のみ実施） 分以内（答弁時間を除く）

・一般質問（毎定例会実施） 分以内（答弁時間を除く）

・議案に対する質疑 分以内（答弁時間を除く）

エ 請願・陳情の審議及び委員会の審査結果

請願及び陳情は、所管の委員会で審査し、他の議案の審査結果とともに、委員長が

本会議に報告し、採決している。

オ 採決の方法

通常は、異議の有無をはかる方法及び起立による採決方法により行っている。

ただし、必要に応じて記名投票又は無記名投票により行う場合もある。

議会運営委員会

議会運営委員会は、円滑な議事運営を図るため地方自治法第 条の の規定に基づ

き設置している。

ア 所管事項

）議会の運営に関する事項

）議会の会議規則、委員会に関する条例等に関する事項

）議長の諮問に関する事項

イ 委員の定数、選任及び任期

）委員定数 人

）選任方法等

議会運営委員会の申し合わせにより選任している。

委員は、所属議員 人以上の会派に、それらの会派所属議員数の比率（ドント

方式）により割り当てしている。



委員が選任されていない会派からは、オブザーバー（委員外議員） 人が委員

会に出席している。

）任期 年（概ね）

）正副委員長、委員、オブザーバーの氏名

（平成 年 月 日選任・ 月 日互選）

正副委員長 委 員 オブザーバー

委員長

滝 沢 求

副委員長

大 見 光 男

工 藤 兼 光

岡 元 行 人

丸 井 裕

工 藤 慎 康

高 橋 修 一

（自民党）

今 博

松 尾 和 彦

山 田 知
（ ． ． 付）

（民主党）

畠 山 敬 一

（公・健）

諏 訪 益 一

（共産党）

一 戸 富美雄

（ク林檎）

古 村 一 雄

（社・県）



常 任 委 員 会

ア 委員会名、定数、所管事項、正副委員長・委員氏名

（平成 年 月 日選任・ 月 日互選）

委員会名 定数
所 管 事 項

委 員 名

総 務 企 画 人

総務部、企画政策部、出納局、選挙管理委員会、監査委員、人事
委員会及び議会事務局の所管に属する事項並びに他の常任委員会
の所管に属しない事項

委員長 成 田 一 憲 副委員長 大 見 光 男
中 谷 純 逸 山 内 正 孝
丸 井 裕 小桧山 吉 紀
古 村 一 雄 川 村 悟

環 境 厚 生 人

環境生活部、健康福祉部及び病院局の所管に属する事項

委員長 菊 池 健 治 副委員長 相 川 正 光
田 中 順 造 諏 訪 益 一
松 尾 和 彦 伊 吹 信 一
渋 谷 哲 一 櫛 引 ユキ子

農 林 水 産 人

農林水産部、海区漁業調整委員会及び内水面漁場管理委員会の所
管に属する事項

委員長 西 谷 洌 副委員長 三 橋 一 三
山 内 和 夫 北 紀 一
清 水 悦 郎 三 上 隆 雄
夏 堀 浩 一 一 戸 富美雄

商 工 労 働

エネルギー
人

商工労働部、エネルギー総合対策局及び労働委員会の所管に属す
る事項

委員長 中 村 弘 副委員長 山 田 知
滝 沢 求 阿 部 広 悦
岡 元 行 人 今 博
工 藤 慎 康 奈良岡 克 也

文 教 公 安 人

教育委員会及び公安委員会の所管に属する事項

委員長 高 樋 憲 副委員長 越 前 陽 悦
中 村 寿 文 三 村 輝 文
田名部 定 男 工 藤 兼 光
高 橋 修 一 （欠員 人）

建 設 人

県土整備部及び収用委員会の所管に属する事項

委員長 森 内 之保留 副委員長 熊 谷 雄 一
神 山 久 志 山 内 崇
長 尾 忠 行 畠 山 敬 一
安 藤 晴 美 （欠員 名）



イ 選任方法

各会派からの各常任委員会委員候補者に基づき、議会運営委員会において調整し、

議長が会議に諮って指名している。

ウ 任期

概ね 月 日から翌年の 月 日までの 年となっている。

エ 開催状況

議会開会中は、本会議から付託された議案及び請願・陳情の審査のため委員会を

開催している。（年 回）

議会閉会中は、継続審査案件及び特定付託案件の審査のため、毎月（定例会開催

月を除く）開催している。（年 回）

オ 県内外調査

県の出先機関及び事業現場等の現地調査（年 回以内）を実施しているほか、他都

道府県の現地調査（年 回）を実施している。

特 別 委 員 会

特別委員会は、必要に応じて議会の議決により設置される。

ア 予算特別委員会及び決算特別委員会

当初予算を審議するため 月定例会において予算特別委員会を、決算議案を審議す

るため 月定例会において決算特別委員会を設置し、審査する。

イ 新幹線・鉄道問題対策特別委員会

現在、 新幹線・鉄道問題対策特別委員会 が設置されており、定数、付託事項、

委員は、次のとおりである。

（平成 年 月 日選任・互選）

特別委員会名 定数
付 託 事 項

委 員 名

新幹線・鉄道

問 題 対 策

特 別 委 員 会

人

新幹線の早期完成及び県内鉄道の整備促進について

（委員長）
山 内 和 夫
（副委員長）
清 水 悦 郎
（ ・ ・ 選任

・ ・ 互選）

（委員）
成 田 一 憲
中 村 寿 文
諏 訪 益 一
高 樋 憲
山 内 崇
（ ・ ・ 付）

越 前 陽 悦
森 内 之保留
熊 谷 雄 一

山 内 正 孝
（ ・ ・ 付）

今 博
伊 吹 信 一
丸 井 裕
（ ・ ・ 付）

小桧山 吉 紀
工 藤 慎 康
一 戸 富美雄
奈良岡 克 也



ウ 原子力・エネルギー対策特別委員会

現在、 原子力・エネルギー対策特別委員会 が設置されており、定数、付託事項、

委員は、次のとおりである。

（平成 年 月 日選任・互選）

請願及び陳情

ア 請願の取扱い

請願書の提出

（ 部）

議長

受理

本会議上程

請願文書

表配布

所管の

常任委員会

へ付託

委員会

審 査

審査結果を

本 会 議

に 報 告

採決
採択請願を執行機関へ送付

請 願 者 等 に 結 果 通 知

処理結果

回 答

処理結果を

本 会 議

に 報 告

会議ごとに議会運営委員会で受理期限締切日を定める。

なお、締切日以降に受理し、急施を要すると認めるもの

については追加付託することもある。

特別委員会名 定数
付 託 事 項

委 員 名

原 子 力・

エネルギー対策

特 別 委 員 会

人

原子燃料サイクル事業の諸課題について

（委員長）
神 山 久 志
（副委員長）
高 樋 憲

（委員）
西 谷 洌
山 内 崇
田名部 定 男
阿 部 広 悦
中 村 弘
大 見 光 男
越 前 陽 悦
森 内 之保留
熊 谷 雄 一
今 博
松 尾 和 彦
山 田 知

丸 井 裕
（ ・ ・ 付）

小桧山 吉 紀
夏 堀 浩 一
（ ・ ・ 付）

工 藤 慎 康
渋 谷 哲 一
畠 山 敬 一
古 村 一 雄
川 村 悟
安 藤 晴 美



区分

年次

前 年
よりの
継続分

受 理
審 査 結 果 審 議

未 了

処 理

合 計採 択 不採択 取 り
下 げ

継 続
審 査

ウ 請願・陳情処理結果の推移

（請 願）

（陳 情）

区分

年次

前 年
よりの
継続分

受 理
審 査 結 果 審 議

未 了

処 理

合 計採 択 不採択 取 り
下 げ

継 続
審 査

イ 陳情の取扱い

陳情の取扱いについては、紹介議員が必要でないこと以外は請願の取扱いと同様で

ある。ただし、その内容によっては、議会の審議の対象としない場合もある。

議 員 の 派 遣

地方自治法第 条第 項の規定に基づき、議会は必要があると認めるときは、議員

を派遣することができるとされており、議会の議決等により議員を派遣している。

ア 派遣の種類

海外派遣

海外派遣は、本県の課題又は重要な事務に関する海外諸国の調査について行う。

海外派遣は、任期中において議員 人以内とする。ただし、任期中において同

一の議員は 回派遣しない。



旅費の支給額は、青森県議会議員報酬及び費用弁償の額並びにその支給条例

に基づき算定した額とする。ただし、議員 人の支給額の最高限度額は、 万円

とする。

国内派遣

国内派遣は、次の場合に行う。

・議案の審査又は本県の重要な事務に関する調査

・議会の議決に基づく意見書又は決議書並びに議会運営委員会等で決定した要望

書等の提出

・議会運営委員会の調査へのオブザーバーの参加

・協議又は調整を行うための場として設置した会議等の調査

・都道府県議会議員及び北海道・東北六県議会議員の研究交流大会への出席

・他の地方公共団体とともに設立した協議会等への出席

・議会に出席の依頼がある県、国又は他の地方公共団体等が主催する式典等への

出席

国内派遣は、毎年度、予算の範囲内で、原則として議員 人 回（ 泊 日以

内）の計画により派遣する。

旅費の支給額は、青森県議会議員報酬及び費用弁償の額並びにその支給条例

に基づき算定した額とする。

イ 議員派遣結果報告書

議員派遣を終了した議員は、派遣終了後 日以内に議員派遣結果報告書を議長に

提出しなければならない。

議長は、議員派遣の結果を本会議に報告する。

議員派遣結果報告書は、議会図書室に備え置き、閲覧に供するほか、その概要を

議会のホームページに議員の任期中掲示する。

議 会 の 傍 聴

本会議を傍聴しようとする者は、傍聴券又は傍聴章の交付を受けなければならない。

なお、一般傍聴者は、県議会受付で傍聴券の交付を受け、住所、氏名等を記入し、入

場に際し、これを係員に提示すれば傍聴することができるが、危険のおそれのある物品

を携帯する者、酒気を帯びている者及び拡声器、録音機、写真機の類を携帯している者

等は傍聴席に入ることができない。

なお、一般傍聴席の定員は 人である。（うち車いす使用の定員は 人）

委員会を傍聴しようとする者は、議員のほかは、当該委員長の許可を受けなければな

らない。



議員の議員報酬及び期末手当

ア 議員報酬 （適用年月日 平成 年 月 日）

区 分 議 長 副 議 長 議 員

議 員 報 酬 月 額 円 円 円

基準日
在職期間 月 日 月 日

箇 月 分の 分の

箇月以上 箇月未満 分の 分の

箇月以上 箇月未満 分の 分の

箇 月 未 満 分の 分の

青森県議会議員の議員報酬の特例に関する条例（平成 年 月青森県条例第 号）により、

平成 年 月 日から平成 年 月 日までの間における議員報酬月額は、この表の議員報

酬月額の ％（議長にあっては ％、副議長にあっては ％）を減じた額となっている。

減額後の議員報酬月額

区 分 議 長 副 議 長 議 員

議 員 報 酬 月 額 円 円 円

イ 期末手当

議員報酬月額 （ ％を超えない範囲内）
議員報酬月額 に次表の割合を乗じて得た

額を支給する。

（適用年月日 平成 年 月 日）

月に支給する期末手当の割合については、平成 年 月 日から適用されている。



区 分 旅費の額（日額）

居住地が招集地である場合 円

居住地から招集地までの往復の距離が路程 未満である場合

（居住地が招集地である場合を除く）
円

居住地から招集地までの往復の距離が路程 以上 未満で

ある場合
円

居住地から招集地までの往復の距離が路程 以上である場合 円

費 用 弁 償

ア 内国旅行の旅費（適用年月日 平成 年 月 日）

日額旅費

次の各号に定める旅行の場合、下表の日額により計算する。

県議会の招集に応じたとき

常任委員会、議会運営委員会又は特別委員会の招集に応じて出席したとき

会議規則で定める議案の審査又は議会の運営に関する協議又は調整を行うため

の場に出席したとき

通常の場合

次の各号における旅行の場合、下表により計算する。

アの の の会議において旅行することを議決し議長の承認を得たとき

議長、副議長又は議長の依頼によりその代理となる者が公務により出務したと

き

地方自治法第 条第 項の規定により議員を派遣したとき

宿泊料の欄中、甲地方とは、国家公務員等の旅費に関する法律別表第一の一備

考に規定する甲地方の地域をいい、乙地方とは、その他の地域をいう。

宿泊料（ 夜につき） 旅行雑費（ 日につき）
食卓料

（ 夜につき）甲地方 乙地方 同一県内旅行
以外の旅行

同一県内旅行
（ 以上又は宿泊した場合）

円 円 円 円 円

鉄道賃 船 賃 航空賃 車 賃
（ につき）

特別車両料金 特別船室料金 実 費 円



イ 外国旅行の旅費（適用年月日 平成 年 月 日）

宿泊料、外国旅行雑費及び食卓料

備考

一 宿泊料及び外国旅行雑費の欄中、指定都市、甲地方、乙地方及び丙地方とは、

国家公務員等の旅費に関する法律別表第二の一の備考二に規定する指定都市の地

域、甲地方の地域、乙地方の地域及び丙地方の地域をいう。

二 船舶又は航空機による旅行（外国を出発した日及び外国に到着した日の旅行を

除く。）の場合における外国旅行雑費の額は、丙地方につき定める定額とする。

鉄道賃、船賃、航空賃、車賃及び死亡手当

政 務 調 査 費

青森県政務調査費の交付に関する条例により、議員の調査研究に資するため必要な経

費の一部として、議員に対し政務調査費を交付しており、その概要は次のとおりである。

ア 交付対象

各月の初日に議員である者。

イ 政務調査費の額

月額 万円

ウ 収支報告書

毎年度、議長に 収支報告書 及び全ての支出に係る領収書の写し等を提出しなけ

ればならない。

議 員 親 交 会

議員相互の親睦と協調を図るため、議員親交会を設け、議員への慶弔金の贈与、病気・

災害見舞金の贈与、その他役員会において必要と認めた事項を行っている。

宿泊料（ 夜につき） 外国旅行雑費（ 日につき） 食卓料

（ 夜につき）指定都市 甲地方 乙地方 丙地方 指定都市 甲地方 乙地方 丙地方

円 円 円 円 円 円 円 円 円

鉄道賃 船賃 航空賃 車賃 死亡手当

最上級の運賃 最上級の運賃 最上級の運賃 実費 円







組 織

職 員 数

ア 職員定数と現員 （平成 年 月 日現在）

イ 各課配置状況

区分

課名

局

長

書 記 その他
の職員

嘱

託

そ
の
他
臨
時
職
員

計
次

長

参

事

課
（
室
）
長

総
括
副
参
事

副

参

事

総
括
主
幹

主

幹

主

査

主

事

技
能
技
師

局 長

次 長

総務課

議事課

調査課

図書室

小 計

合 計

事務局長・書記・その他の職員 計 定数外（嘱託・臨時） 合 計

定 数

現 員

庶 務 担 当

秘 書 担 当

議 事 担 当

政策調査担当

法制調査担当

総 務 課

議 事 課

調 査 課

図 書 室

事務局長 次 長



分 掌 事 務

総 務 課

公印の保管に関すること。

職員の人事、給与、服務、研修、福利厚生及び共済に関すること。

予算、決算に関すること。

議員の議員報酬、費用弁償及び共済等に関すること。

文書の収受及び発送に関すること。

議会棟及び西棟のうち議会が専ら使用する部分の管理に関すること。

傍聴に関すること。

物品の購入、保管及び出納に関すること。

公用車の使用管理に関すること。

議長及び副議長の秘書に関すること。

行政文書の開示に係る事務の総括に関すること。

個人情報の保護に係る事務の総括に関すること。

議員の資産等の公開に関すること。

各委員長合同会議に関すること。

他の課又は室の主管に属しない事務に関すること。

前各号に掲げるもののほか庶務一般に関すること。

議 事 課

定例会及び臨時会に関すること。

常任委員会及び特別委員会に係る事務の総括に関すること。

議会運営委員会に関すること。

各会派代表者会議、議員全員協議会及び各会派世話人協議会に関すること。

全国都道府県議会議長会及び北海道・東北六県議会議長会に関すること。

会議録に関すること。

調 査 課

議会が必要とする県政についての調査及び研究に関すること。

議員提出議案、修正案、意見書案及び決議案に関すること。

請願及び陳情に関すること。

提出議案の調査に関すること。

政務調査費の交付に関すること。

議会の審議に係る資料の収集及び発刊に関すること。

図 書 室

図書及び資料の収集、整理及び保管に関すること。

図書及び資料の閲覧及び貸出に関すること。



図書及び資料の参考調査に関すること。

図書室運営委員会に関すること。

議会史編さんに関すること。

議会の刊行物

青森県議会提要 部 年に 回

青森県議会先例・事例集 部 年に 回

情報と資料 回 部 年に 回

議会の概要 部 年に 回

議会のしおり（わたしたちの県議会） 部 随時

請願・陳情処理の結果調査書 部 年に 回

請願・陳情の手引き 部 随時

会議録

定例会 部 年に 回

臨時会 部 その都度

予算特別委員会 部 年に 回

決算特別委員会 部 年に 回

全員協議会 部 その都度

予 算 の 執 行

議会費予算は各課の要求に基づいて編成しているが、予算の執行は総務課で行ってい

る。

公 用 車

乗用車 台を管理しており、議長が専用している。



常任委員会担当者

（平成 年 月末現在）

委 員 会 名 担 当 課 担 当 書 記

総 務 企 画 総 務 課 類家総括主幹、太田主幹、長内主幹

環 境 厚 生 調 査 課 中村主幹、成田主査

農 林 水 産 調 査 課 神主幹、佐々木主査

商工労働エネルギー 議 事 課 佐藤総括主幹、関主査

文 教 公 安 調 査 課 佐藤総括主幹、小野主査

建 設 議 事 課 佐藤副参事、鳴海主幹、飛内主査



運 営 方 針

議会図書室は、地方自治法第 条第 項の規定に基づき、青森県議会図書室設置条

例によって設置され、議員の調査研究に必要な図書、資料の整備充実を図っている。特

に、地方自治に関するものを重点に収集している。

図書室運営委員会

本委員会は、青森県議会図書室設置条例によって設置され、議会図書室運営委員会規

程により運営されている。

委員の数は 人で、議員の中から議長が委嘱している。

委 員 名 簿

（平成 年 月 日委嘱・互選）

図 書 分 類

日本十進分類法により分類している。

利 用 状 況

（平成 年 月 平成 年 月）

図書数及び資料（平成 年 月 日現在）

図書数 冊

資 料 青森県議会会議録（明治 年 ）、青森県議会定例会議案（明治 年 ）、

青森県報（昭和 年 ）、東奥日報（昭和 年 ）等

委 員 長 委 員

阿部 広悦 北 紀一、熊谷 雄一、夏堀 浩一、古村 一雄

利用者

区 分
議 員 議会職員 執 行 部 そ の 他 合 計

貸出（冊）



青森県議会史編さん事業

本県の議会史は、昭和 年から編さんに着手し、明治元年から昭和 年までを 巻に

収録し、発刊済みである。

（編さんの状況）

番号 内 容 頁 数 収 録 年 数 刊行年月日

明治元年 明治 年 頁 年 昭和 ． ．

明治 年 明治 年
（大正元年）

． ．

大正 年 大正 年 ． ．

昭和元年 昭和 年 ． ．

昭和 年 昭和 年 ． ．

昭和 年 昭和 年 ． ．

昭和 年 昭和 年 ． ．

昭和 年 昭和 年 ． ．

昭和 年 昭和 年 ． ．

昭和 年 昭和 年 ． ．

昭和 年 昭和 年 ． ．

昭和 年 昭和 年 ． ．

昭和 年 昭和 年 平成元． ．

昭和 年 昭和 年 ． ．

昭和 年 昭和 年 ． ．



議事堂の概要

現庁舎は、県庁舎と共に昭和 年 月 日に竣工した。

本工事の主なる特徴は、敷地の土質が軟弱なため地表下 にある洪積層に径 の

ベデスタル杭を総数 本打ち込み支持されていること、玄関ホール及び議場の天井

等の造作材に本県特産ヒバ無節材を使用していることである。

なお、平成 年 月から、新たに竣工した県庁西棟の 階が県議会の用に供され

ている。
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駐車場
廊 下

受付

日本共産党控室

管
理

自由民主党
会議室

民主党
会議室

階

無所属
控 室

民主党
会議室

県 民

控 室

クラブ
林 檎
控 室

（平成 年 月末現在）



款 項 目 予 算 額
節

区 分 金 額 説 明

議会費

議会費

議 会 費 報 酬 特別職 人

職員手当等

共 済 費

報 償 費

旅 費

交 際 費

需 用 費

役 務 費

委 託 料

使用料及び
賃 借 料

負担金補助
及び交付金

政務調査費

全国都道府県議会議長会
負担金

北海道・東北六県議会議
長会負担金

東北新幹線建設促進期成
同盟会負担金

原子力発電関係県議会議
長協議会負担金

日本海沿岸東北自動車道
建設促進四県議会協議会
負担金

活動火山・大規模地震対
策都道県議会協議会負担
金

財政基盤強化対策県議会
議長協議会負担金

平成 年度議会費当初予算額 （単位 千円）



款 項 目 予 算 額
節

区 分 金 額 説 明

羽越・奥羽本線等高速化
促進四県議会協議会負担
金

協議会等負担金

研修等負担金

事務局費 給 料 一般職員 人

職員手当等

共 済 費

賃 金

報 償 費

旅 費

交 際 費

需 用 費

役 務 費

委 託 料

使用料及び
賃 借 料

備品購入費

負担金補助
及び交付金

研修等負担金





本県の面積 （平成 年 月 日現在）

全国の面積 （平成 年 月 日現在）

本県の気象

平成 年気象集計値

資料 気象庁

本県は、本州の最北端にあり、北は津軽海峡を隔てて北海道と対し、南は秋田・岩手の

両県に接している。東は太平洋、西は日本海に面し、三面海に囲まれている。これを経緯

度で示せば下図のとおりである。

区 分 青 森 深 浦 む つ 八 戸

平均気温（ ）
降 水 量（ ） 総 量
日照時間（時間） 月平均
最深積雪（ ）

青森県位置図青森県位置図



総面積は、平成 年 月 日現在、 で、国土の ％に当たり、 都道府県

中第 位の大きさである。東北 県では岩手県（全国第 位）、福島県（同 位）、秋田県

（同 位）に次ぐ大きさである。

青森県の気象は、本州最北端部にあるため、短い夏と長い冬が特徴である。

複雑な地形や海流の影響で地域によって気象に大きな差が見られる。

暖候期（ 月から 月）は、津軽南部は温暖であるが、津軽北部や下北及び三八・上北

地方では、春から夏にかけて吹く冷湿な偏東風（やませ）のため、低温の日が現れ易く、

しばしば冷害に見舞われている。

寒候期（ 月から 月）は、三八地方は雪が少なく、晴れる日が多いが、津軽・下北地

方は季節風を強く受け、雪の日が多く、 月から 月まで雪に覆われている。山間部を除

くと、五所川原市から青森市、野辺地町にかけての地域が県内では多雪地帯に属する。

地勢は奥羽山脈が県の中央と南北に走り、中央山地を形成しており、秋田県境には、出

羽山地の延長に当たる西部山地が形成されている。このほか、津軽半島の脊梁山地によっ

て囲まれた岩木川流域は、肥沃な津軽平野をなし、中央山地の北端には青森市を中心とし

た青森平野、下北半島の頸部から十和田市、八戸市に及ぶ東部地域に東部丘陵が形成され

ている。



主 な 山 岳

名 称 標 高 所 在 等

八甲田山 大 岳
八甲田山 高田大岳
櫛 ヶ 峯 上 岳
戸 来 岳 三 ツ 岳
岩 木 山
向 白 神 岳
白 神 岳
二 ツ 森

奥羽山脈北部（八甲田山とその周辺）

白 神 山 地

主 な 河 川

名 称 流路延長 水 源 地 流 末 地

馬 淵 川 岩手県 八戸市

岩 木 川 西目屋村 五所川原市

新井田川 岩手県 八戸市

奥入瀬川 十和田市 おいらせ町

高 瀬 川 七戸町 六ヶ所村

五 戸 川 新郷村 八戸市

中 村 川 弘前市 鰺ヶ沢町

浅瀬石川 平川氏 藤崎町で
平川へ合流

資料 県河川砂防課

資料 国土交通省国土地理院 日本の山岳標高一覧 山

主 な 湖 沼

名 称 面 積 所 属 又 は 関 係 市 町 村
小 川 原 湖
十 和 田 湖
十 三 湖
鷹 架 沼
尾 駮 沼
宇 曽 利 山 湖
市 柳 沼
姉 沼
田 面 木 沼
田 光 沼

東 北 町
十 和 田 市（秋田県含む）
五所川原市
六 ヶ 所 村

む つ 市
六 ヶ 所 村
東 北 町
六 ヶ 所 村
つ が る 市

資料 国土交通省国土地理院 全国都道府県市区町村別面積調

名 称 流路延長 水 源 地 流 末 地

赤 石 川 鰺ヶ沢町 鰺ヶ沢町

平 川 平川市 藤崎町で
岩木川へ合流

熊 原 川 田子町 三戸町で
馬淵川へ合流

坪 川 七戸町 七戸町で
高瀬川へ合流

浅 水 川 三戸町 八戸市で
馬淵川へ合流

十 川 黒石市 五所川原市で
岩木川へ合流

追良瀬川 深浦町 深浦町

堤 川 青森市 青森市



青森県の変遷

明治元
年 月

明治 年
明治 年
月 日

明治 年
月 日

明治 年 平成 年 月

陸奥国

藩から
県へ

弘前県

黒石県

八戸県

七戸県

斗南県

館県…

（合併）

弘前県

………

青 森 県

津軽郡

北 郡

三戸郡

二戸郡

福山支庁

青森県
新官制による
年 月 日
二戸郡

明治 年 月
日岩手県へ
松前

明治 年 月 日
開拓使函館支庁へ
（北海道）

青 森 市
弘 前 市
八 戸 市
黒 石 市
五所川原市
十 和 田 市
三 沢 市
む つ 市
つ が る 市
平 川 市

東津軽郡
西津軽郡
中津軽郡
南津軽郡
北津軽郡
上 北 郡
下 北 郡
三 戸 郡

資料 県立郷土館

市町村の変遷

市 郡 大正元年 昭和元年 年 年 月
日現在

年 月
日現在

年 月
日現在

年 月
日現在

平成 年
月 日
現在

総 数
市
町
村

町東津軽郡 村
町西津軽郡 村
町中津軽郡 村
町南津軽郡 村
町北津軽郡 村
町上 北 郡 村
町下 北 郡 村
町三 戸 郡 村

資料 県市町村振興課 市町村事務要覧



（概況）

平成 年 月 日現在における本県の人口総数は、 人となり、平成 年 月

日現在と比較して （ ％）の減少となった。また、平成 年 月 日現在の

世帯数は、 世帯となり、平成 年 月 日現在と比較して、 世帯（ ％）

の増加となった。

人口を男女別にみると、男性は 人で平成 年と比較して 人（ ％）の

減少、女性は 人で同じく 人（ ％）の減少となっている。



年次別人口の推移 （各年 月 日現在）

年 次 世 帯 数
人 口 人 口 増 減 数 女 人

に対する
男の人数

一 世 帯
当 た り
平均人数総 数 男 女 対前年同月 対前回国調

世帯 人 人 人 人 人 人 人

国

勢

調

査

結

果

大正 年

昭和 年

平成 年

青

森

県

推

計

世

帯

数

及

び

人

口

平成元年

資料 県企画政策部 平成 年 青森県統計年鑑



年 次 増減（ 減）
自 然 動 態 社 会 動 態

増 減 数 出 生 死 亡 増 減 数 転 入 転 出

平成元年

人 口 動 態 （単位 人）

年 次
県 市 部 町 村 部

推計人口 増減数 推計人口 増 減 数 割 合 推計人口 増 減 数 割 合
平成元年

市部町村部人口 （単位 人、％）

自然増減率 （前年 月から当年 月までの自然増減率） （前年 月 日現在の人口）
平成 年以降の社会増減数には、県内市町村間の移動者数は含まれない
社会増減率 （前年 月から当年 月までの社会増減数） （前年 月 日現在の人口）

資料 県企画政策部 平成 年 青森県の人口

推計人口は平成 年までは 月 日現在。平成 年以降は 月 日現在。
市部町村部の区分について、平成 年以前の数値は、当時の市町村境域による区分であり、平成 年の増減数は、平成

年 月 日現在の市町村境域により区分している。
平成 、 、 、 年の推計人口は、前年に国勢調査が行われ、 月 日時点で基準人口（推計の基礎となる人口）が変

わったため、前年の人口増減数を前年の推計人口に加えた数値と一致しない。
平成 年以降の県の増減数には、県内市町村間の移動者数は含まれない。よって、市部増減数と町村部増減数を加えた数

とは一致しない。
資料 県企画政策部 平成 年 青森県の人口



一 般 会 計

区 分

平成 年度当初 平成 年度 月現計 平成 年度当初 比較（％）

予 算 額 構成比 一般財源 予 算 額 構成比 一般財源 予 算 額 構成比 一般財源 当初比 現計比

県 税

地 方 消 費 税 清 算 金

地 方 譲 与 税

地 方 特 例 交 付 金

地 方 交 付 税

普 通

特 別

交通安全対策特別交付金

分 担 金 及 び 負 担 金

使 用 料 及 び 手 数 料

国 庫 支 出 金

財 産 収 入

寄 附 金

繰 入 金

繰 越 金

諸 収 入

県 債

計

議 会 費

総 務 費

民 生 費

環 境 保 健 費

労 働 費

農 林 水 産 業 費

商 工 費

土 木 費

警 察 費

教 育 費

災 害 復 旧 費

公 債 費

諸 支 出 金

予 備 費

計

（単位 千円）



その他
％

県税 ％

諸収入
％

地方消費税
清算金
％その他

％

地方交付税 ％

県 債
％

国
庫
支
出
金
％

依

％

自

％

主
財

源
存

財

源

歳 入
億円

歳 出

億円
（目的別）

総務
％

民生
％ 環境保健

％

労働
％

農林水産業
％

商工
％

土木 ％

警察
％

教育
％

災害復旧
％

公債費
％

諸支出金
％

議会
％

歳 出
（性質別）

億円

人件費
％

扶助費
％

公債費
％

補

単独
直轄等

％

災害等
％
補助費等

％

貸付
％

その他
％

投

％
普

％

義

％

務
的

経

費

助 ％

％

通
建 設

資
的経費

その他
％

歳 出
（性質別）

億円

人件費
％

公債費
％

補

単独

補助費等
％

貸付
％

その他
％

投

％
普

％

義

％

務
的

経

費

助 ％

％

通
建 設

資
的経費

その他
％

歳 出

億円
（目的別）

総務
％

民生
％ 環

農林水産業
％

商工
％

土木 ％

教育
％

旧
％

公債費
％

県税 ％

諸収入
％

その他
％

地方交付税 ％

県 債
％

国
庫
支
出
金
％

依

％

自

％

主
財

源
存

財

源

歳 入
億円



特 別 会 計

（単位 千円）

企 業 会 計

（単位 千円）

区 分 平成 年度
当初予算額

平成 年度
当初予算額

前 年 比
（％）

公 債 費 特 別 会 計 ％

肢体不自由児施設特別会計 ％

港 湾 整 備 事 業 特 別 会 計 ％

証 紙 特 別 会 計 ％

管 理 特 別 会 計 ％

下 水 道 事 業 特 別 会 計 ％

駐 車 場 事 業 特 別 会 計 ％

鉄 道 施 設 事 業 特 別 会 計 ％

母子寡婦福祉資金特別会計 ％

小規模企業者等設備導入資金特別会計 ％

農 業 改 良 資 金 特 別 会 計 ％

林業・木材産業改善資金特別会計 ％

沿岸漁業改善資金特別会計 ％

合 計 ％

区 分 平成 年度当初予算額 平成 年度当初予算額 前 年 比（％）

病
院
事
業

収益的収入 ％

収益的支出 ％

資本的収入 ％

資本的支出 ％

水
道
事
業

工
業
用

収益的収入 ％

収益的支出 ％

資本的収入

資本的支出 ％



平成 年 月 日現在）

区 分 平成 年度 平成 年度 増 減 数

．知 事 の 事 務 部 局 の 職 員 人 人 人

一 般 会 計 等 の 職 員

肢体不自由児施設特別会計の職員

．議 会 の 事 務 部 局 の 職 員

．選挙管理委員会の事務部局の職員

．監 査 委 員 の 事 務 部 局 の 職 員

．教 育 委 員 会 の 事 務 部 局 の 職 員

．労 働 委 員 会 の 事 務 部 局 の 職 員

．人 事 委 員 会 の 事 務 部 局 の 職 員

．東部海区漁業調整委員会の事務部局の職員

．西部海区漁業調整委員会の事務部局の職員

．学 校 以 外 の 教 育 機 関 の 職 員

．地方公営企業の事務部局の職員

小 計

．警 察 官

一 般 職 員

小 計

．県 立 高 等 学 校 の 職 員

．県 立 特 別 支 援 学 校 の 職 員

．中 学 校 の 職 員

．小 学 校 の 職 員

小 計

合 計





平成 年 月 日現在）

財

政

課

青

森

県

東

京

事

務

所

秘

書

課

人

事

課

総
務
学
事
課

税

務

課

市
町
村
振
興
課

防
災
消
防
課

青

森

県

消

防

学

校

財
産
管
理
課

工
事
検
査
課

行
政
経
営
推
進
室

総 務 部

企
画
調
整
課

新
幹
線
・
交
通
政
策
課

広
報
広
聴
課

情
報
シ
ス
テ
ム
課

統
計
分
析
課

原
子
力
施
設
安
全
検
証
室

並
行
在
来
線
対
策
室

青

森

県

鉄

道

管

理

事

務

所

人
づ
く
り
戦
略
チ
ー
ム

企画政策部

県
民
生
活
文
化
課

青
少
年
・
男
女
共
同
参
画
課

環
境
政
策
課

青
森
県
環
境
保
健
セ
ン
タ
ー

原
子
力
安
全
対
策
課

青

森

県

原

子

力

セ

ン

タ

ー

自
然
保
護
課

県
境
再
生
対
策
室

環境生活部

健
康
福
祉
政
策
課

保

健

所
（
東
地
方
、
弘
前
、
八
戸
、
五
所
川
原
、
上
十
三
、
む
つ
）

福

祉

事

務

所
（
東
地
方
、
中
南
地
方
、
三
戸
地
方
、
西
北
地
方
、
下
北
地
方
、
上
北
地
方
）

医
療
薬
務
課

保
健
衛
生
課

青
森
県
動
物
愛
護
セ
ン
タ
ー

食

肉

衛

生

検

査

所
（
十
和
田

三
戸
支
所
、
田
舎
館
）

高
齢
福
祉
保
険
課

こ
ど
も
み
ら
い
課

青

森

県

女

性

相

談

所

青
森
県
立
子
ど
も
自
立
セ
ン
タ
ー
み
ら
い

児

童

相

談

所
（
中
央
、
弘
前
、
八
戸
、
五
所
川
原
、
む
つ
、
七
戸
）

障
害
福
祉
課

青
森
県
障
害
者
相
談
セ
ン
タ
ー

青
森
県
立
あ
す
な
ろ
医
療
療
育
セ
ン
タ
ー

青
森
県
立
さ
わ
ら
び
医
療
療
育
セ
ン
タ
ー

青
森
県
立
精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー

商
工
政
策
課

県

外

情

報

セ

ン

タ

ー
（
北
海
道
、
大
阪
、
名
古
屋
、
福
岡
）

経
営
支
援
課

工
業
振
興
課

新
産
業
創
造
課

国
際
交
流
推
進
課

労
政
・
能
力
開
発
課

高

等

技

術

専

門

校
（
青
森
、
弘
前
、
八
戸
工
科
学
院
、
む
つ
）

青
森
県
立
障
害
者
職
業
訓
練
校

観
光
企
画
課

青

森

県

立

美

術

館

新
幹
線
交
流
推
進
課

農
林
水
産
政
策
課

総
合
販
売
戦
略
課

食
の
安
全
・
安
心
推
進
課

青

森

県

病

害

虫

防

除

所

団
体
経
営
改
善
課

構
造
政
策
課

青

森

県

営

農

大

学

校

農
産
園
芸
課

り
ん
ご
果
樹
課

畜

産

課

林

政

課

農
村
整
備
課

あ
お
も
り
食
品
産
業
振
興
チ
ー
ム

監

理

課

整
備
企
画
課

道

路

課

河
川
砂
防
課

港
湾
空
港
課

青

森

空

港

管

理

事

務

所

都
市
計
画
課

建
築
住
宅
課

高
規
格
道
路
・
津
軽
ダ
ム
対
策
課

総

務

課

議

事

課

調

査

課

図

書

室

教
育
政
策
課

職
員
福
利
課

学
校
教
育
課

青
森
県
総
合
学
校
教
育
セ
ン
タ
ー

教
職
員
課

学
校
施
設
課

生
涯
学
習
課

青

森

県

立

図

書

館

少

年

自

然

の

家

（
種
差
、
梵
珠
）

青
森
県
総
合
社
会
教
育
セ
ン
タ
ー

ス
ポ
ー
ツ
健
康
課

文
化
財
保
護
課

青

森

県

立

郷

土

館

教
育
事
務
所
（
東
青
、
西
北
、
中
南
、
上
北
、
下
北
、
三
八
）

青
森
県
埋
蔵
文
化
財
調
査
セ
ン
タ
ー

総

務

課

広

報

課

警

務

課

教

養

課

会

計

課

留
置
管
理
課

監

察

課

厚

生

課

情
報
管
理
課

生
活
安
全
企
画
課

地

域

課

通
信
指
令
課

少

年

課

保

安

課

刑
事
企
画
課

捜
査
第
一
課

捜
査
第
二
課

組
織
犯
罪
対
策
課

鑑

識

課

科
学
捜
査
研
究
所

機
動
捜
査
隊

交
通
企
画
課

交
通
規
制
課

交
通
指
導
課

運
転
免
許
課

交
通
機
動
隊

高
速
道
路
交
通
警
察
隊

警
備
第
一
課

警
備
第
二
課

外

事

課

機

動

隊

警
察
学
校

警

察

署

警 備 部 交 通 部 刑 事 部 生活安全部 警 務 部

警 察 本 部

公 安 委 員 会

管

理

課

職

員

課

審
査
調
整
課

第

一

課

第

二

課

東部海区漁業
調 整 委 員 会

西部海区漁業
調 整 委 員 会

事 務 局

内水面漁場
管理委員会

収用委員会

教 育 庁

教育委員会

事 務 局

議 会 県土整備部

観 光 局

商工労働部 健康福祉部

副 知 事

知 事

総 務 室
水
産
振
興
課

漁
港
漁
場
整
備
課

水 産 局

農林水産部エネルギー
総合対策局

エ
ネ
ル
ギ
ー
開
発
振
興
課

原
子
力
立
地
対
策
課

支
援
室

青
森
県

支
援
東
京
連
絡
事
務
所

会計管理者

運

営

部

青
森
県
立
中
央
病
院

青
森
県
立
つ
く
し
が
丘
病
院

病
院
事
業
管
理
者

病

院

局

県
土
整
備
部

整
備
企
画
課

八
戸
工
業
用
水
道
管
理
事
務
所

地
域
県
民
局

出 納 局

会
計
管
理
課

財
務
指
導
課

東 青 地 域 県 民 局

地 域 連 携 部 青森環境管理事務所
県 税 部
地域健康福祉部
地域農林水産部 青森家畜保健衛生所

青森地方水産業改良普及所
東青地方漁港漁場整備事務所

地 域 整 備 部 駒込ダム建設所
青森港管理所

中 南 地 域 県 民 局

地 域 連 携 部 弘前環境管理事務所
県 税 部
地域健康福祉部
地域農林水産部
地 域 整 備 部 目屋ダム管理所

三 八 地 域 県 民 局

地 域 連 携 部 八戸環境管理事務所
県 税 部
地域健康福祉部
地域農林水産部 八戸家畜保健衛生所

八戸水産事務所
三八地方漁港漁場整備事務所

地 域 整 備 部 八戸港管理所

西 北 地 域 県 民 局

地 域 連 携 部
県 税 部
地域健康福祉部
地域農林水産部 つがる家畜保健衛生所

鰺ヶ沢水産事務所
西北地方漁港漁場整備事務所

地 域 整 備 部 鰺ヶ沢道路河川事務所

上 北 地 域 県 民 局

地 域 連 携 部
県 税 部
地域健康福祉部
地域農林水産部 十和田家畜保健衛生所
地 域 整 備 部 むつ小川原港管理所

下 北 地 域 県 民 局

地 域 連 携 部 むつ環境管理事務所
県 税 部
地域健康福祉部
地域農林水産部 むつ家畜保健衛生所

むつ水産事務所
下北地方漁港漁場整備事務所

地 域 整 備 部

人事委員会

事 務 局事 務 局

監 査 委 員

事 務 局

労働委員会選 挙 管 理
委 員 会

事 務 局

本 庁
部 局 部 局

課

出先機関

公 所

公所の下部機関

非 公 所

表中の数値は、臨時組織である室等、出先機関の
併置機関（保健所等）並びに県土整備部（公営企業
担当）及び病院局を除いています。
機構図中、財務規則の公所については、名称を四
角で囲っています。
保健所、福祉事務所及び児童相談所は、地域県民
局に併置しています。



議 会 の 概 要



県民鳥 ハクチョウ 県の花 りんごの花

県の木 ヒバ 県の魚 ひらめ

県民鳥 ハクチョウ 県の花 りんごの花

県の木 ヒバ 県の魚 ひらめ
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